
平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日
受
領

答

弁

第

三

〇

〇

号

内
閣
衆
質
一
六
八
第
三
〇
〇
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
公
用
車
及
び
タ
ク
シ
ー
・
ハ
イ
ヤ
ー
の
使
用
状
況
と
そ
れ
に
係
る
経
費
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
公
用
車
及
び
タ
ク
シ
ー
・
ハ
イ
ヤ
ー
の
使
用
状
況
と
そ
れ
に
係
る
経

費
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
が
維
持
・
管
理
・
使
用
し
て
い
る
自
動
車
は
、
五
十
一
台
で
あ
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
の
公
務
の
た
め
使
用
す
る
者
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
予
算
項
目
は
、
庁
費
及
び
自
動
車
重
量
税
で
あ
り
、
直
近
五
年
の
予
算
額
は
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
五
年
度
は
約

千
五
百
万
円
、
平
成
十
六
年
度
は
約
千
百
万
円
、
平
成
十
七
年
度
は
約
千
四
百
万
円
、
平
成
十
八
年
度
は
約
千
九
百
万
円
、

平
成
十
九
年
度
は
約
千
八
百
万
円
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
予
算
項
目
は
、
庁
費
で
あ
り
、
直
近
五
年
の
予
算
額
は
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
五
年
度
は
約
六
百
五
十
万
円
、
平

成
十
六
年
度
は
約
六
百
八
十
万
円
、
平
成
十
七
年
度
は
約
七
百
六
十
万
円
、
平
成
十
八
年
度
は
約
八
千
六
百
八
十
万
円
、
平

一



成
十
九
年
度
は
約
一
億
九
百
万
円
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

ハ
イ
ヤ
ー
七
台
に
つ
き
、
月
極
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
利
用
に
伴
い
平
成
十
九
年
一
月
か
ら
十
月
ま
で
行
っ
た

支
出
は
そ
れ
ぞ
れ
、
平
成
十
九
年
一
月
は
約
五
百
三
十
万
円
、
平
成
十
九
年
二
月
は
約
五
百
四
十
万
円
、
平
成
十
九
年
三
月

は
約
六
百
万
円
、
平
成
十
九
年
四
月
は
約
五
百
七
十
万
円
、
平
成
十
九
年
五
月
は
約
五
百
九
十
万
円
、
平
成
十
九
年
六
月
は

約
六
百
万
円
、
平
成
十
九
年
七
月
は
約
五
百
九
十
万
円
、
平
成
十
九
年
八
月
は
約
五
百
四
十
万
円
、
平
成
十
九
年
九
月
は
約

五
百
十
万
円
、
平
成
十
九
年
十
月
は
約
六
百
三
十
万
円
で
あ
る
。
な
お
、
平
成
十
九
年
十
一
月
分
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
支

出
し
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

ハ
イ
ヤ
ー
の
料
金
は
認
可
料
金
で
あ
り
、
競
争
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
か
ら
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五

号
）
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
随
意
契
約
と
し
て
い
る
。
契
約
の
相
手
方
は
、
国
際
自
動
車
株
式
会
社
、

日
本
交
通
株
式
会
社
、
帝
都
自
動
車
交
通
株
式
会
社
、
大
和
自
動
車
交
通
株
式
会
社
、
株
式
会
社
日
の
丸
リ
ム
ジ
ン
、
公
和

自
動
車
交
通
株
式
会
社
、
及
び
冨
士
自
動
車
株
式
会
社
の
七
社
で
、
走
行
距
離
・
時
間
に
応
じ
た
認
可
料
金
で
の
単
価
契
約

二



を
結
ん
で
い
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
は
二
億
三
千
六
百
八
十
一
万
千
円
、
平
成
十
九
年
度
は
一
億
九
千
百
五
十
六
万
円

で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
お
尋
ね
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。

十
に
つ
い
て

国
賓
、
公
賓
等
の
具
体
的
な
滞
在
日
程
は
、
一
般
的
に
、
来
日
直
前
ま
で
確
定
さ
れ
ず
、
一
般
競
争
入
札
に
な
じ
ま
な
い

こ
と
か
ら
、
会
計
法
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
複
数
業
者
に
よ
る
見
積
り
合
わ
せ
の
上
、
随
意
契
約
と
し

て
い
る
。

三


